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議 案 目 次 
 

議案番号 議 案 名 頁 

同 意 第 １ 号 教育委員会委員任命につき同意を求めることについて ５ 

同 意 第 ２ 号 
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについ

て 
６ 

同 意 第 ３ 号 
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについ

て 
７ 

同 意 第 ４ 号 
固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めることについ

て 
８ 

報 告 第 ２ 号 
登米市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に係る

専決処分の報告について 
９ 

議案第 51 号 令和元年度登米市一般会計補正予算（第９号） 別冊 

議案第 52 号 令和元年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 別冊 

議案第 53 号 令和元年度登米市介護保険特別会計補正予算（第５号） 別冊 

議案第 54 号 令和元年度登米市水道事業会計補正予算（第６号） 別冊 
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同意第１号 

 

教育委員会委員任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

  令和２年３月 26 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 畠 山 信 弘 

住  所 登米市東和町 
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同意第２号 

 

固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めること 

について 

 

次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和 25 年法

律第 226 号）第 423 条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

  令和２年３月 26 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 阿 部 篤 雄 

住  所 登米市津山町 
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同意第３号 

 

固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めること 

について 

 

次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和 25 年法

律第 226 号）第 423 条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

  令和２年３月 26 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 菅 原 祐 子 

住  所 登米市中田町 
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同意第４号 

 

固定資産評価審査委員会委員選任につき同意を求めること 

について 

 

次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和 25 年法

律第 226 号）第 423 条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

 

  令和２年３月 26 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 開 発 育 子 

住  所 登米市迫町 
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報告第２号 

 

登米市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

に係る専決処分の報告について 

 

令和２年３月16日、登米市固定資産評価審査委員会条例（平成17年登米市条例第

36号）の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第180条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和２年３月 26 日提出 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、登米市固定

資産評価審査委員会条例（平成 17 年登米市条例第 36 号）の一部改正について、次の

とおり専決処分する。 

 

 

  令和２年３月 16 日 

 

                     登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

登米市固定資産評価審査委員会条例（平成 17 年登米市条例第 36 号）の一部を次の

ように改正する。 

第６条第２項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成

14 年法律第 151 号）第３条第１項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成 14 年法律第 151 号）第６条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


